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※電気事業法で規定される電気工作物、ガス事業法で規定されるガス工作物及び鉱山保安法で定められる施

設は特定施設に該当し規制基準が適用されますが、届出義務等はそれぞれの法律規定の定めによります。

　また、電気工作物、ガス工作物は指定施設に該当せず、届出は不要です。
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※１ 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして

　　 環境大臣が指定する低振動型圧縮機を含む
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